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日 時：平成 16年 12月 10日（金）午後 4時 

場 所：出雲市今市町北本町 出雲交流会館 多目的室 
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出雲地区合併協議会委員等名簿 

所 属 市長・町長 議 長 議 員 学識経験者 
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 渡部良治
わたなべよしはる

 三島多喜子
み し ま た き こ

 
多伎町 ○ 伊藤

いとう

 裕
ゆたか

 柳樂和利
なぎらかずとし

 坂根
さかね

 守
まもる

 石飛
いしとび

 正
ただし

 石飛
いしとび

エミ子
え み こ

 石飛
いしとび

 﨣
たけし

 
湖陵町 ○ 桑原壽之

くわはらとしゆき

 立花 也
たちばなよしなり

 小村
おむら

宏
ひろ

行
ゆき

 柳樂
なぎら

和夫
かずお

 三原
みはら
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治
じ

 今岡
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じゅんこ

 
大社町 ○ 田中

たなか

和彦
かずひこ

 佐貫
さぬき

吉
よし

孝
たか

 古福
こふく

康
やす

雅
まさ

 室家隆一
むろやりゅういち

 木村
きむら

槇
まき

江
え

 岩石秀一
いわいしひでかず

 

共通委員  

萬代宣
ばんだいのぶ

雄
お

 

江田
え だ

小鷹
こだか

 

大島
おおしま

 治
おさむ

 

今岡
いまおか

仁
に

左
ざ

惠
え

[いずも農協代表理事組合長］ 

[出雲商工会議所会頭］ 

[平田商工会議所会頭］ 

[佐田町商工会会長(４町代表)］

◎ 会長、○ 副会長 

 

出雲地区合併協議会小委員会委員名簿 

 
総務・企画 

小委員会 

福祉・教育 

小委員会 

産業・建設 

小委員会 

議会委員 寺田 昌弘 寺田 昌弘 ○ 三上 辰男 
出雲市 

学識委員 西田 郁郎 増原 久子 福田 康伴 

議会委員 常松 吉幸 日野 恵行 日野 恵行 
平田市 

学識委員 原田 淸造 ○ 熊谷美和子 飯塚 俊之 

議会委員 深井 徹郎 渡部  勝 深井 徹郎 
佐田町 

学識委員 三島多喜子 ◎ 飯塚  勉 渡部 良治 

議会委員 坂根  守 坂根  守 ◎ 柳樂 和利 
多伎町 

学識委員 ○ 石飛  正 石飛エミ子 石飛  﨣 

議会委員 立花  也 小村 宏行 立花  也 
湖陵町 

学識委員 ◎ 柳樂 和夫 今岡 純子 三原 伸治 

議会委員 古福 康雅 古福 康雅 佐貫 吉孝 
大社町 

学識委員 岩石 秀一 木村 槇江 室家 隆一 

江田 小鷹 萬代 宣雄 大島  治 
共通委員 

今岡仁左惠 

◎ 委員長、○ 副委員長 

 

顧  問 
田嶋
たじま

義
よし

介
すけ

 

吉原
よしはら

弘
ひろ

次
つぐ

 

［島根県立大学総合政策学部教授］ 

［島根県出雲総務事務所長］ 

 

監査委員 
勝部
かつべ

一郎
いちろう

 

多々
た た

納
の

幸造
こうぞう

 

［出雲市監査委員］ 

［大社町監査委員］ 
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出雲地区合併協議会幹事会名簿 

所 属 助  役 

出雲市 ◎野津邦男 

平田市 ○加田幹男 

佐田町 田中雄治 

多伎町 石飛友治 

湖陵町 山根貞守 

大社町 ○藤原博志 

◎ 幹事長、○ 副幹事長 

 

各市町合併担当部課長等名簿 

所 属 氏  名 職  名 

黒目俊策 出雲市総務部長 

児玉進一 出雲市総務部次長 出雲市 

山田俊司 出雲市総務部合併推進課長 

荒木 隆 平田市総務部長 

松田隆昭 平田市総務部総務課長 平田市 

川瀬 新 平田市総務部総務課 課長補佐 

大谷昌武 佐田町合併対策室長 
佐田町 

佐貫 守 佐田町合併対策室 課長補佐 

石飛正登 多伎町理事 
多伎町 

森脇悦朗 多伎町総務課長 

湖陵町 森山 均 湖陵町総務課長 

大社町 影山雅夫 大社町広域振興課長 

 

出雲地区合併協議会事務局職員名簿 

役  職 氏  名 所属市町等 備  考 

事務局長 妹尾克彦 出雲市 総括 

参  与 太田 均 島根県総務事務所 専門的助言・調整 

事務局次長 兼 計画班長 坂本純夫 平田市 
総務班・計画班（新市建設計画、財政

計画関係）担当 

事務局次長 石田 武 大社町 調整１班・２班・３班担当 

総務班長 三浦俊明 多伎町 庶務・広報、会議運営 

調整１班長 今岡範夫 湖陵町 総務・企画、財政、議会、消防関係 

調整２班長 山本 積 佐田町 住民・福祉、教育・文化関係 

調整３班長 糸賀敬吉 出雲市 産業、建設・上下水道関係 

総務班員 長廻修一 出雲市 

妹尾淳也 出雲市 
計画班員 

松浦健一郎 大社町 

調整１班員 林 辰昭 出雲市 

調整２班員 原 康正 平田市 

調整３班員 金築教治 平田市 
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第 11 回出雲地区合併協議会会議次第 

日時：平成 16 年 12 月 10 日（金）午後 4 時～ 

場所：出雲市今市町北本町 出雲交流会館 多目的室 

 

１ 開 会 

２ 会長あいさつ 

３ 出雲地区合併協議会委員の変更について 

４ 会議録署名委員の指名について 

５ 議 事 

（１）報告事項 

報告第 31 号 廃置分合に係る経過について 

報告第 32 号 合併準備状況について 

（２）協議事項 

協議第 35 号 市章の選定について 

 

６ その他 

７ 閉 会 

 

 

◇次回協議会（予定）◇ 

第 12 回：平成 17 年 2 月 1 日（火）14:00～16:00 出雲交流会館多目的室 
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第11回出雲地区合併協議会会議録署名委員 

 

 議会委員 学識経験委員 

第11回 湖陵町 平田市 

氏   名   
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報告第 31 号 

 

廃置分合に係る経過について、次のとおり報告する。 

 

平成１６年１２月１０日 

 

出雲地区合併協議会 

会長 西  尾  理  弘 

 

廃置分合に係る経過について 

出雲地区（出雲市・平田市・佐田町・多伎町・湖陵町・大社町）の２

市４町は、９月１日の合併協定調印式後、９月に開会された各市町の議

会において、廃置分合及び関連する議案について議会の議決を求め、各

市町においてそれぞれ可決された。 

これを踏まえて、９月３０日付けで島根県知事に対し廃置分合につい

ての申請を行ったのでその経過について報告する。 
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廃置分合に係る経過について 

 

平成 16 年９月１日 合併協定調印式 

 

 

 

 

 

 

 

    ９月６日 

    ９月９日 

    ９月 10 日 

    ９月 14 日 

    ９月 15 日 

２市４町での廃置分合及び関連議案の議決 

①廃置分合について 

②廃置分合に伴う財産処分に関する協議について 

③廃置分合により新たに設置される出雲市の議会の議員

の定数に関する協議について 

④廃置分合に伴う農業委員会の選挙による委員の任期等

に関する協議について 

出雲市議会・平田市議会議決 

湖陵町議会議決 

大社町議会議決 

多伎町議会議決 

佐田町議会議決 

    ９月 24 日 ２市４町市長・町長会議 

財産処分・議員定数・農業委員会任期等の協議書

の確認 

    ９月 30 日 島根県知事に２市４町の長が廃置分合の申請書を

提出 

島根県知事から総務大臣に廃置分合に伴う市制施

行に係る協議書の提出 

 

    10 月 21 日 総務大臣から島根県知事に対し、廃置分合に伴う

市制施行に係る協議について「異議がない」旨の

回答 

 

今後の予定 

平成１６年１２月 島根県議会において廃置分合の議決 

島根県知事による廃置分合の決定 

総務大臣への廃置分合の届出 

平成１７年１月～２月 廃置分合についての官報告示 

平成１７年３月２２日 新市発足 
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報告第 32 号 

 
 合併準備状況について、次のとおり報告する。 
 
  平成１６年１２月１０日 
 

出雲地区合併協議会 
会長 西  尾  理  弘 

 

合併準備状況について 

次の項目の合併準備状況について、別紙のとおり報告する。 

 

１．主要協議項目スケジュール 

 

２．一部事務組合に係る斐川町との協議状況 

 

３．地域自治区の設置案 

 

４．新市の組織機構の概要・考え方 

 

５．特別職・行政委員会委員の選出 

 

６．合併広報事業 
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主要協議項目スケジュール

・合併協議会の開催
・２市４町市長・町長会
・幹事会の開催

廃置分合の手続

組織機構・事務分掌

人事案件
(公営企業管理者、
嘱託・臨時職員含)

一部事務組合

新市予算編成

合併時の庁舎の整備検討

地域自治区

　・まちづくり計画
　・まちづくり予算

市章の取扱い

広報・住民周知等

項　　目
９月 10月 11月

平成１６年度

12月 １月 ２月 ３月 ６月

平成１７年度

４月 ５月

幹事会随時開催

申

請

各市町
９月議会

各市町
12月議会 新

市
発
足

各市町
2月議会

第
一
回
臨
時
議
会

新市議会
市長・議員
設置選挙
50日以内

県議会
議　決
決　定

国
届
出

告

示

H16
予算

平成１７年度
暫定予算

本
予
算

予算編成
方針

・設置条例案協議
・設置時期の検討

・まちづくり計画策定方針
・まちづくり予算編成方針

本庁・支所人員配置

・関係市町との解散、財産処分の協議
・事務の方式（受委託等）の方針決定、内容検討

関係市町規約
変更等の議決

検討・方針決定

・庁舎の整備
・引っ越しの準備作業
・移転

辞
令

開
庁
式

組織機構・事務分掌の検討

・住民周知資料の作成・配布
・横断幕等により合併をＰＲ
・メディアを通じた広報等

H17予算
要求 予算査定　決定

H16予算要求 予算査定　決定

採
用

・一般職の
　検討・管理職の検討

関係市町組合解
散・財産処分協
議等の議決

専
決
処
分

・協議会の設置
・受委託の開始等

報
告
承
認

デザイン公募 デザイン選考（小委員会・協議会）

内示 内示

首長会随時開催
協
議
会

市章入り物品の
製作

協
議
会

　
　
廃
止

　
協
議
会

専
決
処
分

設置

専
決
処
分

決
定

3/21

22
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一部事務組合に係る斐川町との協議状況について 

 

□ 法定協議会において確認した方針に基づき下記の財産処分及び事務承継の方針を斐川町に提示して協議を

行っている。基本的には異論はなく、現在委託費等について協議を進めている段階である。 

□ 今後は、受委託に係る規約、協議会設置規約等について詳細を詰め、各市町2月議会において一部事務組合

の解散議決を経て、合併時に各業務の受委託契約、協議会の設置を行う予定である。 

 

事務名 2市4町方針 財産処分方針 事務承継方針 

消防事務 ３年以内の受委

託・財産共有 

１．共有の持分割合は、消防組合市町分担金の負担割合とする。

（概ね新出雲市７７．６６％ 斐川町２２．３４％） 

２．財産に係る起債未償還額のうち斐川町持分は、斐川町によ

り償還する。 

３．基金は、第1号と同様の負担割合により分配する。 

それぞれが承継

する。 

可燃ごみ処理 受委託、財産共有 １． 共有の持分割合は、エネルギーセンター建設費負担割合と

する。（新出雲市８８．８１％ 斐川町１１．１９％） 

２．環境基金は、新出雲市に帰属する。 

３．周辺対策費及び組合債償還金並びに大規模改修費、解体費

は、「(変更後の)可燃系一般廃棄物の搬入及び処理に関する基

本協定」に規定する費用負担割合(総搬入量割合)によるもの

とする。 

同上 

し尿処理 受委託、財産共有 １．以下の持分・負担割合は、衛生処理場及び環境センターの

建設費負担割合とする。 

（新出雲市８９．４４％ 斐川町１０．５６％） 

・共有財産の持分割合 

・衛生処理場の解体費 

・周辺対策費及び組合債償還金並びに大規模改修費、解体費

   同上 

ふるさと市町村

圏事務 

斐川町参加の協議

会を設置し、運営 

１．基金は、新出雲市及び斐川町の出資割合に応じ、それぞれ

で管理する。（新出雲市８５．５１％ 斐川町１４．４９％）

２．備品は、新出雲市に帰属する。 

『出雲地区ふる

さと市町村圏協

議会(仮称)』が承

継する。 

休日診療所 新市で設置・運営 １．財産は新出雲市に帰属する。 

２．組合債償還金は、新出雲市が償還する。 

新出雲市が承継

する 

介護認定審査会 新市で設置・運営 なし それぞれが承継

する 

水利組合 斐川町参加の協議

会を設置し、運営 

１．基金は、慣行水利権の割合により分配する。（新出雲市７５％

斐川町２５％） 

２．備品は、新出雲市に帰属する。 

 

『出雲市及び斐

川町斐伊川用水

対策協議会(仮

称)』が承継する。

火葬処理業務 

※湖西斎場限定 

受委託、財産共有 １．共有の持分割合は、新出雲市５０％ 斐川町５０％とする。

２．周辺対策費及び組合債償還金並びに大規模改修費、解体費

も同様とする。 

それぞれが承継

する 
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地域自治区の設置案について 

1 設置目的 
地方自治法第202条の４の規定に基づき、地域住民の意見を行政に反映させ、かつ行政と住

民との連携の強化を図るため、合併前の出雲市、平田市、簸川郡佐田町、同郡多伎町、同郡湖

陵町及び同郡大社町の区域ごとに地域自治区を設置する。 
 

２ 地域自治区の設置時期 
 ・ 平成１７年４月１日から設置する。 

 ・ 地域自治区設置条例は、平成17年３月22日に職務執行者が専決処分により制定する。 

 ・ 地域自治区は、必要に応じ、評価して見直しを図る。 
 

３ 地域自治区の名称、事務所の位置及び所管区域 
地域自治区の名称 事務所 事務所の位置 事務所の所管区域 

出雲地域自治区 出雲地域自治区事務所 出雲市今市町109番地１ 合併前の出雲市の区域 

平田地域自治区 平田地域自治区事務所 出雲市平田町951番地１ 合併前の平田市の区域 

佐田地域自治区 佐田地域自治区事務所 出雲市佐田町反辺1747番地６ 合併前の佐田町の区域 

多伎地域自治区 多伎地域自治区事務所 出雲市多伎町小田74番地１ 合併前の多伎町の区域 

湖陵地域自治区 湖陵地域自治区事務所 出雲市湖陵町二部1320番地 合併前の湖陵町の区域 

大社地域自治区 大社地域自治区事務所 出雲市大社町杵築南1395番地 合併前の大社町の区域 

・ 地域自治区の事務所は、出雲市支所設置条例に規定する支所をもって充てる。 

・ 支所は、支所の事務及び地域自治区に係る事務を処理する。 

・ 支所（地域自治区の事務所）の長は、理事職の事務吏員をもって充てる。 

 

４ 地域自治区に係る事務を処理する支所長の権限 
 

 (１) 予算要求 

  ・ 支所の事務執行に必要な予算の要求 

・ 地域まちづくり計画に則ったまちづくりのために必要な予算の要求 

 

 (２) 予算執行 

  ・ 支所の所掌する事務執行権限に係る予算執行（事務処理規程等で規定） 

・ 当該地域の地域振興まちづくり予算についての執行 
  

５ 地域協議会の設置 
各地域自治区に、地域住民の意見を行政に反映させるため、地域協議会を置く。 

 

 (１) 役割 

地域協議会は、地域住民及び諸団体等と連携を図り、地域の意見・要望の調整、取りまと

めを行うとともに、支所（事務所）と協働して地域まちづくり計画の策定と実施を進める。 

    また、下記の事項について審議を行い、市長に答申又は提言する。 

    ① 市長（その他の市の機関を含む。）の諮問に応じ答申する事項又は提言する事項 

     ・ 支所が処理する事務や市が処理する地域自治区の区域に係る事務 

     ・ 地域内住民との連携の強化に関する事項 

    ② 市長が事前に意見を聴取する市の施策に関する重要事項 

     ・ 区域内の公の施設の設置又は廃止 

     ・ 区域内の公の施設の管理のあり方 

     ・ 市が策定する基本構想等（新市建設計画を含む。）のうちその区域に係る重要事項 

※ 市長その他市の機関は、①②の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措

置を講じなければならない。 
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(２) 組織 

・ 地域協議会は、委員２０人程度で組織する。 

・ 地域の実情を勘案して、増減を認める。 

 

(３) 委員の選任 

・ 地域自治区に住所を有する者で、当該区域内の公共的団体等を代表するもの、又は識見

を有するもののうちから、地域協議会の推薦に基づき、市長が選任する。 

  ・ 市議会議員については、選任しない。 

【合併時】 

  ・ 委員の選任は、旧市町の長からの推薦に基づき、職務執行者が行う。 

 

 (４) 委員の身分 

・ 委員は、非常勤特別職とする。 

 

(５) 委員の任期 

・ ２年とし、再任を妨げない。 

 

 (６) 委員の報酬、費用弁償等 

   ・ 報酬は、会議出席につき日額７，０００円とする。（自治法203条） 

・ 研修、視察等の場合には、実費の費用弁償を行う。 

 

 (７) 会長及び副会長の選任と役割 

・ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

・ 任期は、地域協議会の委員の任期による。 

・ 会長は、地域協議会の事務を掌理し、地域協議会を代表する。 

・ 副会長は、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

 

 (８) 運営 

① 招集 

・ 会長が招集し、議長を務める。 

・ 委員の４分の１以上の者から会議の招集の請求があるときは、会議を招集する。 

   ② 運営 

・ 地域協議会の会議は、定例会及び必要に応じ開催する臨時会とする。 

・ 委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。 

・ 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

・ 審議上必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求める。 

・ 会議は原則公開とする。（議長が必要と認める場合は、会議に諮り非公開とする。） 

 

(9) 地域協議会連絡会議 

    ６つの地域自治区間の自治振興に係る広域的な連携、情報交換等を目的として、各地域

協議会の代表者で構成された連絡会議を設置する。 
 

 

第11回協議会h16.12.10-14-



□ 地域まちづくり計画について 

 

１ 目的 

地域住民の意見を行政に反映させ、かつ住民と行政との連携強化を図るため、当該地域のま

ちづくりや地域振興に係る計画を地域協議会と連携して支所が策定する。 

 

２ 計画の内容 
  ・ 当該地域住民が地域のまちづくりのため自らが取り組むコミュニティ活動の方針 

  ・ 地域振興のため地域住民と行政が協働して取り組む事項 

 

３ 計画策定行程 
   ① 地域協議会の意見を踏まえ、支所が策定する。 

② 本庁の地域振興部門でヒアリングを行う。 

③ 市長が計画を承認する。 

④ 地域まちづくり計画の具体的実施 

※ 地域まちづくり計画のうち、行政が支援する事項については、地域振興まちづくり予算

に計上し、支所が執行する。 

 

□ 地域振興まちづくり予算について 
 

1 目的 
  地域コミュニティの形成と地域住民と行政が協働のまちづくりを進めるため、地域まちづく

り計画に基づき、支所が執行する事業について予算措置を行う。 

 

2 内容 
 (1) 方針 

地域振興・地域協働・地域コミュニティに係る予算については、各地域の実情を踏まえ、

新市全域を対象として本庁で執行するものと地域の特色を発揮するため支所で執行するもの

に分類・整理し、支所で執行することがより効果的であるものについて「地域振興まちづく

り予算」として、支所長が地域協議会の意見を聴き、主体的に執行する。 

 

 (2) 対象事業 

  ・ 地域まちづくり計画の策定 

・ 地域協議会の運営（会議費、委員費用弁償等） 

  ・ 地域自治区内の住民と行政が協働して行う事業 

・ 地域住民が参加できる事業 

・ その他目的に資する事業 

  

(3) 予算編成の手順 

 【合併時】 

  ・ 支所において執行することが効率的かつ合理的な予算（地域振興まちづくり予算）につ

いては、新市の予算全体が調った段階において、支所間のバランス、地域特性、事業の性

格等を考慮し、整理（予算の配当）するものとする。（平成17年度予算編成方針） 

 【平成17年度】 

・ 新市での地域振興のあり方や効率的な行財政運営等の観点並びに地域まちづくり計画の

策定状況等を踏まえて、地域振興まちづくり予算の対象事業等の統一した制度の創設に向

けて、検討を行い、平成１８年度予算編成に反映する。 
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新市の組織機構の概要・考え方について 

１．基本的な考え方 

（１）住民サービスの低下をきたさない組織 

（２）市民が利用しやすく、分かりやすい組織 

（３）新たな行政課題に速やかに対応できる組織 

（４）合併による財政効果（10年間で255人の職員削減）を発揮できるスリムで効率的な組織 

２．本庁 

○新市建設計画推進本部、行財政改革推進本部の設置 

○１０部46課４室及び教育委員会、行政委員会、水道、消防並び病院を設置 

政策企画部 

・出雲支所を含む６支所の統括 

・地域自治区（地域協議会）の全市の調整  

財 政 部 

・税及び保険料（国保・介護）収納の一元化    【収納管理課】 

・会計管理（契約等）及び入札・工事検査の一元化 【会計管理課、工事検査課】 

文化企画部 

・ボランティア活動やＮＰＯ活動などの市民活動の支援 【市民活動支援課】 

・文化財の調査活用の一元化  【文化財課】 

市民福祉部  （福祉事務所を併設） 

・子育て支援、健康増進の強化 【子育て事業課・健康増進課】 

・市立平田病院事業のサポート及び各診療所の管理運営の一元化 【医療対策課】 

環境事業部 

・環境行政推進に向け一元化 

・一部事務組合の施設を所管 

産業振興部、建設事業部、下水道部、水道局 

・工事に係る設計及び施工の本庁一元化（支所は簡易な維持修繕工事） 

・水産関係の集約     【水産振興課】 

・新エネルギー事業の推進 【産業誘致課】 

教育委員会 

・図書館のネットワ－ク化 【出雲市図書情報センター（中央館）】 

消   防 

・斐川町の事務の受託   【斐川出張所】 

《コミュニティーセンター及び公民館の担当部署》 

・コミュニティーセンター：政策企画部地域振興課 ・公民館：教育委員会生涯学習課 

３．支所 

○現在の各市町の規模により課を設置 

平田支所－８課 大社支所－６課 佐田支所、多伎支所並びに湖陵支所－５課 

○特別に職員を配置する部署 

観光事業 － 大社支所 

地籍調査 － 平田支所、大社支所並びに佐田支所 

【地域振興課】 
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 ・新市建設計画推進本部
 ・行財政改革推進本部
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平田支所 大社支所 佐田・多伎・湖陵支所

地 域 振 興 課 地 域 振 興 課 地 域 振 興 課

税 務 課

支

所

長

市 民 生 活 課
支

所

長

市 民 生 活 課
支

所

長

市 民 生 活 課

健 康 福 祉 課 健 康 福 祉 課 健 康 福 祉 課

産 業 観 光 課 産 業 建 設 課

建 設 課 建 設 課

本庁の教育委員会 教 育 課 本庁の教育委員会

産 業 振 興 課

教 育 課 本庁の教育委員会 教 育 課

上 下 水 道 課
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合併時における本庁の基本配置（案） 

 
 組織機構及び人員配置の検討に伴い現段階では１５０～２００名程度の職員を本庁と

する現出雲市庁舎に集約することになります。ついては、現出雲市庁舎及び分庁舎の事務

スペースだけでは収容が困難であるため、近隣の民間テナントビル等も借上げ、事務スペ

ースを確保する考えです。 

 本庁の各部課の配置にあたっては、住民サービス、特に窓口サービスに支障が生じない

ようにすることを最優先として検討しています。 

 
 
１．借上げ民間テナント（床面積 約１，２００㎡）と配置部課 

 

 

２．その他の主な配置替 

 《財政部》税務課（３課）      本庁１階⇒別館１階 

 《文化企画部》芸術文化振興課    別館１階⇒交流会館１階 

 《文化企画部》文化財課       別館 1階⇒北部庁舎1階 

 《市民福祉部》介護保険課      交流会館⇒本庁１階ほか 

 

Ａ ＮＴＴビル １階 《建設事業部》建設企画課 道路河川課 

２階 《産業振興部》農業政策課 農業支援センター 農業委員会 
Ｃ 

セントラル

ビル ３階 《文化企画部》市民活動支援課 スポーツ振興課 国際交流課 

１階 《都市整備部》建築指導課 
Ｄ さかやビル 

６階 《都市整備部》都市計画課 街路課 公園緑地課 
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特別職・行政委員会委員の選出

・合併協議会の開催
・２市４町市長・町長会
・幹事会の開催

職務執行者の選任

助役の選任

収入役の選任

教育委員会委員の選任

選挙管理委員会委員の選任

固定資産評価審査委員会

農業委員会委員

監査委員会・公平委員会

特
　
別
　
職

行
　
政
　
委
　
員
　
会
　
委
　
員

１月 ２月
項　　目

平成１６年度 平成１７年度

９月 10月 11月 12月 ３月 ４月 ５月 ６月

職務執行者がＪＡ、共済組合の推薦委
員を選任
3/22委員会開催(正副会長の選出等)

２市４町首長で協議・決定 職務執行者 新市の市長

２市４町委員の互選(４人)
3/22委員会の開催
(委員長の選挙、投票日の決定)

最初の議会において改めて委員の
選挙を行う(４人)

職務執行者が２市４町委員から
選任(３人)市長が選挙されるまで
3/22委員会開催(委員長の選任)

最初の議会において改めて委員の
同意を行う(３人)

最初の議会において推薦された委員
(５人)を市長が選任

職務執行者が２市４町委員から選任
(５人)初議会の会期末まで
3/22委員会開催(委員長、教育長の互選)

最初の議会において改めて提案
委員会開催(委員長、教育長の互選)

議会の同意を得て、助役選任

最初の議会において議会の同意を
得て市長が選任

議会の同意を得て、収入役の選任
3/22
職務執行者が収入役職務代理者の選任

選
挙

２市４町の委員の互選により委員を
定める協議(80人)

暫定選挙管理委員会設置準備(委員会規則等含む)
設置選挙の準備

２市４町選挙管理委
員の互選協議
(事前協議)

収入役職務代理者の選任協議

暫定固定資産評価審査委員会設置準
備・選任協議

暫定教育委員会設置準備・選任協議

幹事会随時開催

各市町
９月議会

各市町
12月議会 新

市
発
足

各市町
2月議会

第
一
回
臨
時
議
会

新市議会
市長・議員
設置選挙
50日以内

首長会随時開催
協
議
会

協
議
会

　
　
廃
止

　
協
議
会

22

3/21
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選挙管理委員会について 
 
 

１．選挙管理委員会 
選挙管理委員会は、合併時(３／２２)に設置します。（地方自治法第181条） 

 
２．暫定選挙管理委員会委員の選出 
(１)  選挙管理委員(定数４人)は新市議会において選挙されますので、その間

の暫定選挙管理委員については、合併関係市町の選挙管理委員会委員の互

選により合併時に定められます。（地方自治法施行令第４条） 

 ＊ 実務的には、予め合併関係市町の選挙管理委員会委員により協議を行い、

市長・町長会、各市町議会との調整を図りながら候補者を選出します。 

 

３．市長及び市議会議員の設置選挙の準備について 

(１) 市長及び市議会議員の設置選挙は、合併後５０日以内に行いますので、

実務上早い時期からその選挙の準備を進める必要があります。そのため、

予め合併関係市町の選挙管理委員会委員により協議を行い、市長・町長

会、各市町議会との調整を図りながらその準備を進めます。 

 (２) 選挙の期日については、合併後の選挙管理委員会において決定されます

が、合併後の暫定期間はできるだけ短期間が望ましいこと、また合併直

後の選挙には準備に時間を要すること等を総合的に勘案し設定されます。 
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合併広報事業

項　目 内　　容 12月 1月 2月 3月

1 カウントダウンボード
２市４町内に１箇所設置
“新「出雲市」誕生まで
　　　　あと●●日”など

2 横断幕、垂幕
２市４町庁舎：各１枚
ＪＲ出雲市駅北口：１枚
平田市立図書館：１枚

3 公用車マグネットシー
公用車側面30cm 42cm
（335台 2枚）

4
一畑電車・バス、福
祉バス等車内Ｂ３ポ
スター

掲出100日
（電車24台・バス24台）

5 バス正面幕 掲出100日（バス24台）

6 新聞等による広報

7 郵政公社写真付切手 80円切手 10枚 1,000シート ＊

8 ＰＲ用シール
①車用12cm 23cm　300枚
②直径8cm　6,000枚
③直径4cm　4,000枚

9 協議会だより 1・2月発行（各43,000部） ＊ ＊

10 住民マニュアル “暮らしの便利帳”50,000部 ＊

11 合併記念誌（記録）
データ収集・整理
※製本は新市で

12 エコー葉書 新市発足ＰＲ　50,000枚 ＊

13 パルビジョン キャッチフレーズ・合併期日等

14 ラピタ前電光掲示板 キャッチフレーズ・合併期日等

※合併までに各市町で開催されるイベントについては、各市町で“合併記念事業～”等の

　標題をつけて、合併をＰＲしていく。

100日前
12/12

新市発足
3/22

4月
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協議第 35 号 

 
 市章の選定について、次のとおり協議する。 
 
  平成１６年１２月１０日 
 

出雲地区合併協議会 
会長 西  尾  理  弘 

 

 市章の選定について 

 市章の選定については、次のとおりとする。 

 

新市の市章は、公募したデザインの中から、総務・企画小委員会で採

用作品案を選定し、協議会において決定する。 

 

【選考基準】 

１．応募作品が、２１世紀出雲の國つくり計画の「“むすんでひらく”悠

久のロマンと夢育む 日本のふるさと出雲の國つくり」や、将来像「世

界を結ぶご縁都市 出雲」、基本理念「自立 交流 環境」等を表現す

るなど、新「出雲市」にふさわしいデザインであること。 

２．応募作品が、市旗、バッジ等にも使用できるデザインであること。

３．用紙の地色を含め、４色以内であること。なお、グラデーション（色

の濃淡を連続的に階調で表現すること）は不可とする。 

４．他の市（町）章及び他の商標等と類似しないものであること。 

５．単色で表現しても、イメージや安定感が損なわれないものであるこ

と。 
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新「出雲市」市章候補選考スケジュール（予定） 

 

選考事務の流れ 
日 程 

合併協議会 総務・企画小委員会 事務局等 

平成 16 年 10 月   

 

 

 

●デザイン公募・受付 

平成 16 年 11 月   

 

 

 

 

 

 

平成 16 年 12 月   

 

①第１次選考 

 ・15 点程度を選考 

 

 

 

◇アドバイザー 

・15点程度を選考 

 

 

●選考作品の色・デザイン

補正 

平成 17 年 1 月  

 

 

 

 

 

●市章の決定 

②候補作品選考 

・５点程度を選考 

 

 

 

③採用作品案選考 

 

 

 

●類似・重複チェック 

●候補作品の補正 

 

 

平成 17 年 2 月   ●色・デザイン補正 

●デザインガイド作成 

●市章入り物品等の製作 
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新「出雲市」市章募集要項 

 

（趣旨） 

１．この要項は、出雲市、平田市、佐田町、多伎町、湖陵町及び大社町（以下、「２市４町」という。）

が平成１７年３月２２日に合併して誕生する新「出雲市」（以下、「新市」という。）の市章を制定す

るにあたり、新市がめざすまちづくりの姿である「“むすんでひらく”悠久のロマンと夢育む 日本

のふるさと出雲の國つくり」にふさわしいデザインを広く公募することを目的とする。 

 

（募集する市章） 

２．募集する市章は、次のとおりとする。 

（１）２１世紀出雲の國つくり計画の「“むすんでひらく”悠久のロマンと夢育む 日本のふるさと出

雲の國つくり」や、将来像「世界を結ぶご縁都市 出雲」、基本理念「自立 交流 環境」等を表

現するなど、新市にふさわしいデザインであること。 

（２）市旗、バッジ等にも使用できるデザインであること。 

（３）用紙の地色を含め、４色以内であること。なお、グラデーション（色の濃淡を連続的に階調で表

現すること）は不可とする。 

（４）他の市（町）章及び他の商標等と類似しないものであること。 

（５）単色で表現しても、イメージや安定感が損なわれないものであること。 

（６）自作の未発表作品であること。 

 

（応募方法等） 

３．応募の条件、方法、期間等については、次のとおりとする。 

（１）応募の資格は問わない。また、同一人の応募は何点でも可能とする。 

（２）応募は、応募用紙又は縦横 15cm の枠を書いたＡ４白色用紙を縦長で使用し、用紙１枚につき１

作品とする。 

（３）応募にあたっては、「デザインの趣旨」、「郵便番号」、「住所」、「氏名（ふりがな）」、「年齢」、「性

別」及び「電話番号」を用紙に記載すること。 

（４）応募は、持参又は封書による郵便とする。（電子メール及び FAX での応募は不可） 

（５）応募先は、「出雲地区合併協議会事務局」とする。 

〒693-0002 島根県出雲市今市町北本町 2-1-12 出雲交流会館内 

電話(0853)23-1008 

 

（応募期間） 

４．応募期間は、平成１６年１０月２８日から平成１６年１１月３０日までとする。（※郵送の場合は

当日消印有効、持参の場合は当日 17 時 15 分まで） 
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（市章の決定） 

５．新市の市章は、出雲地区合併協議会 総務・企画小委員会において、応募された作品の中から候補

作品５点程度を選定し、候補作品の中から出雲地区合併協議会において採用作品１点を決定する。 

 

（採用作品の発表） 

６．協議会だより、ホームページ等で発表し、採用作品応募者に通知する。 

 

（賞金） 

７．採用作品応募者及び候補作品応募者に、次の賞を贈呈する。なお、受賞者が１８歳未満の場合は、

その保護者等に代理授与する。 

（１）採用作品（１点）応募者    最優秀賞（賞金３００，０００円） 

（２）候補作品（４点程度）応募者  優秀賞 （賞金 ３０，０００円） 

 

（著作権等） 

８．著作権等の扱いについては、次のとおりとする。 

（１）採用作品に関する一切の権利は、出雲地区合併協議会及び新市に帰属する。 

（２）応募作品は返却しない。 

（３）作品の採用にあたっては、応募作品に若干の補正を加える場合がある。 

（４）採用作品の使用にあたっては、モノクロで使用する場合がある。 

 

（その他） 

９．その他、新市の市章の選定に関し、必要な事項については、２市４町の市長・町長会において定め

る。 
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１．応募点数

1,078 点

◆国内42都道府県と海外２カ国（オーストラリア・ＵＳＡ）から応募

◆応募者の最年少は４歳、最高齢は８５歳

２．性別区分

男性 836 77.6%
女性 239 22.2%
記入なし 3 0.3%
合計 1,078 100.0%

３．年齢区分

10歳代以下 78 7.2%
20歳代 198 18.4%
30歳代 189 17.5%
40歳代 173 16.0%
50歳代 230 21.3%
60歳代 149 13.8%
70歳代 33 3.1%
80歳代以上 26 2.4%
記入なし 2 0.2%
合計 1,078 100.0%

４．住所区分

県内 500 46.4%
２市４町内 443 41.1%
出雲市 279 25.9%
平田市 56 5.2%
佐田町 7 0.6%
多伎町 25 2.3%
湖陵町 22 2.0%
大社町 54 5.0%

その他県内 57 5.3%
県外 576 53.4%
海外 2 0.2%
合計 1,078 100.0%

新「出雲市」市章デザイン応募作品　応募状況

【年齢区分】

50歳代
21.3% 40歳代

16.0%

20歳代
18.4%

30歳代
17.5%

記入なし
0.2%70歳代

3.1%
60歳代
13.8%

80歳代
以上
2.4%

10歳代
以下
7.2%

10歳代以下 20歳代 30歳代

40歳代 50歳代 60歳代

70歳代 80歳代以上 記入なし

【住所区分】

多伎町
2.3%

佐田町
0.6%

湖陵町
2.0%

大社町
5.0%

他県内
5.3%

平田市
5.2%

出雲市
25.9%

海外
0.2%

県外
53.4%

出雲市 平田市 佐田町 多伎町 湖陵町

大社町 他県内 県外 海外
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５．都道府県別・国別

1 北海道 12 1.1%
2 青森 7 0.6%
3 岩手 1 0.1%
4 宮城 13 1.2%
5 秋田 5 0.5%
6 山形 6 0.6%
7 福島 0 0.0%
8 茨城 17 1.6%
9 栃木 0 0.0%
10 群馬 6 0.6%
11 埼玉 17 1.6%
12 千葉 20 1.9%
13 東京 111 10.3%
14 神奈川 56 5.2%
15 新潟 9 0.8%
16 富山 0 0.0%
17 石川 0 0.0%
18 福井 3 0.3%
19 山梨 1 0.1%
20 長野 12 1.1%
21 岐阜 8 0.7%
22 静岡 11 1.0%
23 愛知 18 1.7%
24 三重 8 0.7%
25 滋賀 13 1.2%
26 京都 7 0.6%
27 大阪 50 4.6%
28 兵庫 23 2.1%
29 奈良 5 0.5%
30 和歌山 5 0.5%
31 鳥取 6 0.6%
32 島根 500 46.4%
33 岡山 8 0.7%
34 広島 22 2.0%
35 山口 5 0.5%
36 徳島 5 0.5%
37 香川 1 0.1%
38 愛媛 1 0.1%
39 高知 3 0.3%
40 福岡 44 4.1%
41 佐賀 0 0.0%
42 長崎 3 0.3%
43 熊本 15 1.4%
44 大分 5 0.5%
45 宮崎 1 0.1%
46 鹿児島 4 0.4%
47 沖縄 9 0.8%

1 0.1%
1 0.1%

合計 1,078 100.0%

ＵＳＡ
オーストラリア
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